
○戸田市バリアフリー基本構想推進協議会要綱 

令和４年１１月２９日 

市長決裁 

（設置） 

第１条 戸田市移動等円滑化促進方針及び戸田市バリアフリー基本構想（以下

「基本構想」という。）の実施に関する必要な事項を協議し、バリアフリー

化の計画的な推進を図るため、戸田市バリアフリー基本構想推進協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 基本構想に基づく特定事業計画の事業進捗に関すること。 

(2) 基本構想の評価及び見直しに関すること。 

(3) その他バリアフリーの推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、別表第１の委員をもって組織し、市長が委嘱し、又

は任命する。 

（任期） 

第４条 委員（別表第１の９の項に規定する委員は除く。次項において同じ。）

の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、学識経験者の中から選出する。 

３ 会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長

となる。ただし、会長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す



るところによる。 

４ 別表第１の２の項から８の項までに規定する委員が会議に出席できないと

きは、当該委員が委任状（別記様式）にて指名する者（同じ団体の職員とす

る。）が代理として出席できるものとし、同表の９の項に規定する委員が会

議に出席できないときは、当該委員の指名する職員（同じ所属の職員とする。）

が代理として出席できるものとする。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（協議結果の報告） 

第７条 会長は、第２条に掲げる事項の協議を完了したときは、その結果を市

長に報告するものとする。 

（謝金） 

第８条 会長及び副会長の謝金として、別表第２に定める額を予算の範囲内で

支払うものとする。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年１１月２９日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月２４日から施行し、令和５年４月１日から適用す 

る。 

別表第１（第３条関係） 

団体・組織名 人数 

１ 学識経験者 ２

２ 障害者団体 戸田市身体障害者福祉会 ２

戸田市心身しょうがい児・者を守る親の会 １

戸田市聴力障害者協会 １

３ 高齢者団体 戸田市老人クラブ連合会 １



４ 子育て支援団体 特定非営利活動法人戸田ほっと社会館 １

５ 地域活動団体 社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 １

戸田市町会連合会 １

戸田市商工会 １

戸田市民生委員・児童委員協議会 １

６ 施設設置管理者 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 １

国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所 １

埼玉県さいたま県土整備事務所 １

７ 公共交通事業者 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 １

国際興業株式会社 １

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 １

８ 公安委員会 埼玉県蕨警察署 １

９ 市 ８

別表第２（第８条関係） 

役職等 金額（円） 

会長 １４，０００

副会長 １３，５００



 


